
 

衆議院法制局障害者活躍推進計画の実施状況（令和４年度） 

 

令和５年１１月８日 

衆議院法制局では、障害者雇用促進法（昭和３５年法律第１２３号）に基づき、「衆議院法制局障

害者活躍推進計画」を策定・実施しています。今般、障害者雇用促進法第７条の３第６項に基づき

障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況を以下のとおり取りまとめたので公表いたします。 

 
評価年度 令和４年度 

目標に対する達成度 採用に関する目標 
（法定雇用障害者数以上の障害者の雇用） 

雇用障害者数２名／法定雇用障害者数２名 
※令和４年６月１日時点 
※法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない人数は０人 

取組内容の実施状況 １．障害者の活躍を推進する体制整備 

(１)障害者雇用推進者の選任 

障害者雇用推進者として第一部長を選任済。 

(２)相談窓口の設置 

相談窓口を法制企画調整部総務課に置き、職員の相談に対応してい

る。 

２．障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

相談窓口において、適宜に相談受付等を行い、職務の選定及び創出

について検討し、対応した。 

３．障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

(１)職務環境 

職員に対する必要な配慮等については、相談窓口を設置するなど相

談しやすい環境を整備することにより、問題の早期発見に努めるとと

もに、必要に応じて配属先と情報を共有している。 

令和４年度においては、具体的な要望等は寄せられなかった。 

(２)募集・採用 

障害者の雇用の状況を踏まえ、令和４年度においては募集・採用活

動を行わなかったが、可能な限り雇用障害者数を増加させるという目

標について、改めて確認した。 

(３)働き方 

職員の通院や体調等の状況に配慮して、フレックスタイム制等の勤

務時間に関する制度及びテレワーク勤務の柔軟かつ積極的な利用を促

進した。 

また、新型コロナウイルス感染症対策としても、これらの制度の利

用を促した。 

４．その他の取組 

前年度に引き続き、障害者就労施設を対象とした物品の調達を行っ

た。 

「目標に対する達成 １．目標に対する達成度 



 

 
 

度」及び「取組内容

の実施状況」に対す

る点検結果 

採用に関する目標 
（法定雇用障害者数以上の障害者の雇用） 

障害者任免状況通報を行った令和４年６月１日時点の雇用障害者数

は２名であり、目標の法定雇用障害者数２名以上を達成している。 

２．取組内容の実施状況 

計画に掲げた取組については、適切に実施している。 

計画の見直し・修正 計画の見直し、修正はなし。 

 


